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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可搬型端末の現在地を示す位置情報を算出する位置情報算出部と、
　病院内の部屋に対応付けられ、表示装置に表示するための医用情報の種類を設定する複
数のアプリケーション、及び前記アプリケーションによって表示する医用情報の表示態様
を設定する設定情報を記憶する記憶部と、
　前記位置情報を受けて、前記可搬型端末が位置する前記部屋を特定する特定部と、
　特定された前記部屋に対応付けられた前記アプリケーションを前記記憶部から検索する
検索部と、
　検索された前記アプリケーションを実行し、前記設定情報に基づく所定の表示態様で前
記医用情報を前記表示装置に表示させる表示制御部と、
　を有することを特徴とする医用情報表示システム。
【請求項２】
　可搬型端末と、前記可搬型端末と通信可能に接続されるサーバ装置とを有する医用情報
表示システムであって、
　前記可搬型端末は、
　前記可搬型端末の現在地を示す位置情報を算出する位置情報算出部を有し、
　前記サーバ装置は、
　病院内の部屋に対応付けられ、表示装置に表示するための医用情報の種類を設定する複
数のアプリケーション、及び前記アプリケーションによって表示する医用情報の表示態様
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を設定する設定情報を記憶する記憶部と、
　前記位置情報を受けて、前記可搬型端末が位置する前記部屋を特定する特定部と、
　特定された前記部屋に対応付けられた前記アプリケーションを前記記憶部から検索する
検索部と、
　検索された前記アプリケーションを実行し、前記設定情報に基づく所定の表示態様で前
記医用情報を前記表示装置に表示させる表示制御部と、
　を有することを特徴とする医用情報表示システム。
【請求項３】
　前記表示装置は、前記病院内の部屋に設けられた外部表示装置及び前記可搬型端末の表
示部であって、
　前記記憶部は、前記部屋における前記外部表示装置の設置の有無を示す設置情報を記憶
し、
　前記検索部は、前記設置情報に基づき、特定された前記部屋における前記外部表示装置
の設置の有無を検索し、
　前記表示制御部は、特定された前記部屋に前記外部表示装置が設置されている場合、前
記医用情報を前記外部表示装置及び前記表示部に表示させ、特定された前記部屋に前記外
部表示装置が設置されていない場合、前記医用情報を前記表示部に表示させることを特徴
とする請求項１又は２記載の医用情報表示システム。
【請求項４】
　前記記憶部は、異なる表示態様を設定する複数の前記設定情報を記憶し、
　前記可搬型端末は、複数の前記設定情報から任意の設定情報を選択するための操作部を
有することを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載の医用情報表示システム。
【請求項５】
　前記記憶部は、病院内の部屋に対応付けられた医用情報を記憶し、
　前記検索部は、特定された前記部屋に対応付けられた医用情報を検索し、
　前記表示制御部は、検索された前記アプリケーションに設定された医用情報の種類に基
づき、検索された前記医用情報を前記表示装置に表示させることを特徴とする請求項１～
４のいずれか一つに記載の医用情報表示システム。
【請求項６】
　前記検索部は、被検体に設けられたＲＦタグからの識別信号に基づいて、前記特定され
た部屋に対応付けられた医用情報から当該識別信号に対応する医用情報を検索することを
特徴とする請求項５記載の医用情報表示システム。
【請求項７】
　前記検索部は、入力された患者ＩＤに基づいて、前記特定された部屋に対応付けられた
医用情報から当該患者ＩＤに対応する医用情報を検索することを特徴とする請求項５記載
の医用情報表示システム。
【請求項８】
　前記記憶部は、操作者が行う作業内容を時系列に示すワークリストを記憶し、
　前記検索部は、前記ワークリストに示された時刻に基づいて、特定された前記部屋に対
応付けられた医用情報から当該時刻に対応する医用情報を検索することを特徴とする請求
項５記載の医用情報表示システム。
【請求項９】
　前記医用情報は、電子カルテ、検査情報、医用画像の少なくとも一つであることを特徴
とする請求項１～８のいずれかに記載の医用情報表示システム。
【請求項１０】
　前記位置情報算出部は、ＧＰＳを利用して前記位置情報を算出することを特徴とする請
求項１～９のいずれかに記載の医用情報表示システム。
【請求項１１】
　病院内の部屋に対応付けられ、表示装置に表示するための医用情報の種類を設定する複
数のアプリケーション、及び前記アプリケーションによって表示する医用情報の表示態様
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を設定する設定情報を記憶する記憶部と、
　可搬型端末の現在地を示す位置情報を受けて、前記可搬型端末が位置する前記部屋を特
定する特定部と、
　特定された前記部屋に対応付けられた前記アプリケーションを前記記憶部から検索する
検索部と、
　検索された前記アプリケーションを実行し、前記設定情報に基づく所定の表示態様で前
記医用情報を前記表示装置に表示させる表示制御部と、
　を有することを特徴とするサーバ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、医用情報表示システム、サーバ装置、及び可搬型端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、医療分野においては、可搬型端末（タブレットＰＣ等）の院内での利用が急速に
普及し始めている。病院内において、医師は、常に可搬型端末を携帯し、病室や手術室等
で利用する。
【０００３】
　一方、各病院は、シンクライアント方式の院内システムを構築している場合が多くなっ
てきている。院内システムにおいて、病院内の様々な医用情報（電子カルテ、検査情報、
医用画像等）は各検査科に特化した表示用のアプリケーションで表示される。各アプリケ
ーション及び医用データは、サーバ装置に格納される。この場合、可搬型端末は、シンク
ライアント端末としてサーバ装置にアクセスし、各アプリケーション及び医用情報を利用
できるようになっている。
【０００４】
　また、医局でのカンファレンス等では、多人数でのディスカッションが必要となる。よ
って、医局に設けられている大型モニタやプロジェクタ（外部出力機器）へ電子カルテや
医用画像を出力して表示させることが行われる。可搬型端末は、それら外部出力機器に対
して有線若しくは無線通信にて電子カルテ等を出力する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－２６２５９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　可搬型端末の登場により、病院内の様々な場所から院内システムにアクセスすることが
可能となった。しかし、可搬型端末を使用する医師が用いるアプリケーションや医用情報
は使用場所（検査室、手術室等）毎に異なる。よって、可搬型端末の使用場所を変える度
に、アプリケーションや医用情報の切り替えを手動で行う必要がある。このような作業は
、可搬型端末を所持する者（医師等）にとって煩雑であるという問題がある。
【０００７】
　また、病室への回診時には、その病室の患者の電子カルテ及び検査結果等が、入室した
時点で準備されていることが回診を行う効率の点で望ましい。しかし、医師は、複数の病
室（複数の入院患者）を回診するため、病室毎（或いは入院患者毎）に電子カルテ等の切
り替えを行わなければならない。ここで、電子カルテ等の切り替えは、入院患者の問診中
や病室間の移動中等に行うことは困難である。よって、電子カルテ等の切り替えは、実際
には病室に到着した後（或いは、問診する入院患者が変わる度）に手動で行う必要がある
。このような作業は、可搬型端末を所持する者（医師等）にとって煩雑であるという問題
がある。
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【０００８】
　更に、医局でのカンファレンスのように、外部出力機器が要求されるケース等、可搬型
端末以外の装置を使用する場合、専用端末にログインし直す等の作業が必要となる。この
ような作業は、可搬型端末を所持する者（医師等）にとって煩雑であるという問題がある
。
【０００９】
　実施形態は、前述の問題点を解決するためになされたもので、可搬型端末が位置する場
所に応じた表示制御を容易に行う技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、実施形態に記載の医用情報表示システムは、位置情報算出
部と、記憶部と、特定部と、検索部と、表示制御部とを有する。位置情報算出部は、可搬
型端末の現在地を示す位置情報を算出する。記憶部は、病院内の部屋に対応付けられ、表
示装置に表示するための医用情報の種類を設定する複数のアプリケーション、及びアプリ
ケーションによって表示する医用情報の表示態様を設定する設定情報を記憶する。特定部
は、位置情報を受けて、可搬型端末が位置する部屋を特定する。検索部は、特定された部
屋に対応付けられたアプリケーションを記憶部から検索する。表示制御部は、検索された
アプリケーションを実行し、設定情報に基づく所定の表示態様で医用情報を表示装置に表
示させる。
【００１１】
　また、上記課題を解決するために、実施形態に記載のサーバ装置は、記憶部と、特定部
と、検索部と、表示制御部とを有する。記憶部は、病院内の部屋に対応付けられ、表示装
置に表示するための医用情報の種類を設定する複数のアプリケーション、及びアプリケー
ションによって表示する医用情報の表示態様を設定する設定情報を記憶する。特定部は、
可搬型端末の現在地を示す位置情報を受けて、可搬型端末が位置する部屋を特定する。検
索部は、特定された部屋に対応付けられたアプリケーションを記憶部から検索する。表示
制御部は、検索されたアプリケーションを実行し、設定情報に基づく所定の表示態様で医
用情報を表示装置に表示させる。
【００１２】
　また、上記課題を解決するために、実施形態に記載の可搬型端末は、病院内の部屋に対
応付けられた医用情報の種類を設定する複数のアプリケーションおよびアプリケーション
によって表示する医用情報の表示態様を設定する設定情報を記憶する記憶部を備えるサー
バ装置に通信可能に接続された可搬型端末であって、位置情報算出部と、送受信部と、表
示部とを有する。位置情報算出部は、現在地を示す位置情報を算出する。送受信部は、位
置情報をサーバ装置に送信するとともに位置情報を基にサーバ装置から提供される病院内
の部屋に対応付けられた医用情報を受信する。表示部は、送受信部で受信された医用情報
を設定情報に基づく所定の表示態様で表示する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１実施形態に係る医用情報表示システムを示す全体図である。
【図２】第１実施形態に係る可搬型端末を示す図である。
【図３】第１実施形態に係るサーバ装置を示す図である。
【図４Ａ】第１実施形態に係る表示装置の一例を示す図である。
【図４Ｂ】第１実施形態に係る表示装置の一例を示す図である。
【図５】第１実施形態に係る医用情報表示システムの動作を示すフローチャートである。
【図６】第２実施形態に係る医用情報表示システムの動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
＜第１実施形態＞
　図１から図５を参照して、第１実施形態に係る医用情報表示システム１の構成について
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述べる。本実施形態では、可搬型端末１０がサーバ装置２０にアクセスし、サーバ装置２
０側で様々な処理を行うシンクライアント方式を例に説明する。
【００１５】
［医用情報表示システムの全体構成］
　図１は、本実施形態に係る医用情報表示システム１を含む病院Ｈ全体を示す概略図であ
る。
【００１６】
　病院Ｈには、診察や検査等、目的に応じた複数の部屋がある。一例として、図１には病
室Ｒ１、検査室Ｒ２、手術室Ｒ３、診察室Ｒ４、医局Ｒ５を示している。
【００１７】
　ここで、部屋によっては、外部表示装置が配置されている。たとえば、手術室Ｒ３には
大型モニタＭ１が配置されている。大型モニタＭ１には、手術の際に参照すべき画像や、
実際の手術画像が表示される。また、医局Ｒ５には高精細モニタＭ２が配置されている。
高精細モニタＭ２には、検査室Ｒ２で得られた画像等が読影用として表示される。なお、
外部表示装置が配置される部屋はこれらの部屋に限られない。本実施形態における外部表
示装置（大型モニタＭ１及び高精細モニタＭ２）は、「表示装置」の一例である。また、
外部表示装置の「外部」とは、可搬型端末１０の他に設けられている機器であることを示
している。
【００１８】
　可搬型端末１０は、操作者Ｓが携帯するタブレットＰＣ等（携帯端末）である。操作者
Ｓは、可搬型端末１０を使用する医師等である（以下、操作者Ｓとして医師を例に説明す
る）。病院Ｈ内を移動する際、医師は常に可搬型端末１０を携帯し、各部屋で利用する。
可搬型端末１０の詳細については後述する。
【００１９】
　サーバ装置２０は、シンクライアント環境下において、複数のアプリケーションや医用
情報を管理している。サーバ装置２０の詳細については後述する。なお、サーバ装置２０
は、病院Ｈの外部に設けられていてもよい。
【００２０】
　可搬型端末１０及びサーバ装置２０間はＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ）等のネットワークを介して通信可能に接続されている。通信は、医用画像の標準規格
であるＤＩＣＯＭ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉ
ｏｎｓ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ）に準拠することが望ましいが、適宜、他の標準規格を
適用してもよい。情報通信は、業界標準規格のＴＣＰ／ＩＰ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ／Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）通信で、
データはネットワークを介してパケット（転送する情報の基本単位）でやり取りされる。
本実施形態における可搬型端末１０及びサーバ装置２０は、「医用情報表示システム」の
一例である。
【００２１】
［可搬型端末１０の構成］
　図２に示すように、本実施形態における可搬型端末１０は、位置情報算出部１０ａと、
送受信部１０ｂと、表示部１０ｃと、操作部１０ｄとを有する。
【００２２】
　位置情報算出部１０ａは、可搬型端末１０の現在地を示す位置情報を算出する。現在地
とは、病院Ｈ内における可搬型端末１０の位置（可搬型端末１０を携帯する医師がいる場
所）である。本実施形態において、位置情報算出部１０ａは、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐ
ｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）を利用して位置情報を三次元の座標値として算出
する。具体的には、位置情報算出部１０ａは、複数の衛星（図示無し）からの信号を受信
し、その信号に基づいて、各衛星との距離を割り出すことにより、可搬型端末１０の三次
元座標値を算出する。位置情報の算出は、連続的に行われてもよいし、予め設定された所
定時間毎に行われてもよい。なお、位置情報の算出は、ＧＰＳを利用することに限られな
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い。たとえば、位置情報算出部１０ａは、無線基地局からの信号に基づいて位置情報を算
出してもよい。或いは、位置情報算出部１０ａは、部屋毎に設けられたＲＦタグからの識
別信号に基づいて位置情報を算出してもよい。この場合、ＲＦタグは、予め部屋の位置情
報（三次元座標値）を記憶している。
【００２３】
　送受信部１０ｂは、可搬型端末１０及びサーバ装置２０間において、信号やデータの送
受信を行う。たとえば、送受信部１０ｂは、位置情報算出部１０ａで算出された位置情報
をサーバ装置２０に送信する。また、サーバ装置２０から送信された医用情報を受信する
。医用情報は、電子カルテ、検査情報、医用画像等、患者に関するデータを示す情報であ
る。位置情報の送信は、位置情報の取得タイミングに応じて行われてもよいし、一旦、メ
モリ（図示無し）に記憶したものを所定のタイミングで送信することでもよい。なお、サ
ーバ装置２０が、メモリ（図示無し）に記憶された位置情報を所定のタイミングで取りに
くる構成も可能である。
【００２４】
　表示部１０ｃは、サーバ装置２０から送信された医用情報等を表示するディスプレイで
ある。本実施形態における表示部１０ｃは、「表示装置」の一例である。
【００２５】
　操作部１０ｄは、可搬型端末１０に対する指示入力を行う入力デバイスとして用いられ
る。操作部１０ｄは、たとえばキーボード、マウス、トラックボール、ジョイスティック
等により構成される。或いは、操作部１０ｄとして、表示部１０ｃに表示されたＧＵＩ（
Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を用いることも可能である。
【００２６】
［サーバ装置２０の構成］
　図３に示すように、本実施形態におけるサーバ装置２０は、記憶部２０ａと、特定部２
０ｂと、検索部２０ｃと、表示制御部２０ｄと、送受信部２０ｅとを有する。
【００２７】
　記憶部２０ａは、ＲＡＭやＲＯＭ等の半導体記憶装置によって構成される。記憶部２０
ａは、病院Ｈ内の部屋に対応付けられ、表示装置に表示するための医用情報の種類を設定
する複数のアプリケーション、及びアプリケーションによって表示する医用情報の表示態
様を設定する設定情報を記憶する。
【００２８】
　アプリケーションは、表示装置に表示するための医用情報の種類（どのような医用情報
を表示装置に表示するか）を設定するソフトウエアである。記憶部２０ａは、病院Ｈ内の
部屋に対応付けられたアプリケーションを複数記憶している。たとえば、記憶部２０ａは
、電子カルテ及び医用画像を表示装置に表示可能とするソフトウエアを病室Ｒ１用のアプ
リケーションとして、病室Ｒ１の座標値と関連付けて記憶している。また、記憶部２０ａ
は、検査情報及び医用画像を表示装置に表示可能とするソフトウエアを手術室Ｒ３用のア
プリケーションとして、手術室Ｒ３の座標値と関連付けて記憶している。
【００２９】
　設定情報は、アプリケーションによって表示する医用情報の表示態様（医用情報をどの
ように表示するか）を設定するための情報である。たとえば、記憶部２０ａは、表示部１
０ｃに検査情報を表示させ、大型モニタＭ１に医用画像を表示させる設定情報を記憶して
いる。記憶部２０ａは、異なる表示態様を設定する複数パターンの設定情報を記憶してい
る。医師は、操作部１０ｄ等を介して、複数パターンから所定の表示態様を設定する設定
情報を選択することが可能である。或いは、部屋毎に予め特定の設定情報が設定されてい
てもよい。
【００３０】
　更に、本実施形態において、記憶部２０ａは、病院Ｈ内の部屋における外部表示装置の
設置の有無を示す設置情報を記憶する。また、記憶部２０ａは、複数の患者の医用情報や
、病院Ｈ内の各部屋の位置（座標値）等も記憶している。
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【００３１】
　特定部２０ｂは、位置情報を受けて、可搬型端末１０が位置する部屋を特定する。具体
的には、特定部２０ｂは、位置情報算出部１０ａで算出された位置情報（三次元の座標値
）と記憶部２０ａに記憶されている病院Ｈの各部屋の位置（所定の領域を有する三次元の
座標値）とを比較し、位置情報が含まれる領域に対応する部屋を可搬型端末１０が位置す
る部屋として特定する。すなわち、可搬型端末１０が位置する部屋とは、その部屋近傍の
領域も含む概念である。
【００３２】
　検索部２０ｃは、特定された部屋に対応付けられたアプリケーションを記憶部２０ａか
ら検索する。具体的には、検索部２０ｃは、特定部２０ｂで特定された部屋の座標値と同
じ座標値を有する専用のアプリケーションを記憶部２０ａの複数のアプリケーションから
選択する。
【００３３】
　また、本実施形態において、検索部２０ｃは、設置情報に基づき、特定された部屋にお
ける外部表示装置の設置の有無を検索する。具体的には、検索部２０ｃは、特定部２０ｂ
で特定された部屋に対応する設置情報を記憶部２０ａから読み出し、特定された部屋にお
ける外部表示装置の有無を判別する。
【００３４】
　表示制御部２０ｄは、検索されたアプリケーションを実行し、設定情報に基づく所定の
表示態様で医用情報を表示装置に表示させる。より具体的には、表示制御部２０ｄは、特
定された部屋に外部表示装置が設置されている場合、医用情報を外部表示装置及び表示部
１０ｃに表示させ、特定された部屋に外部表示装置が設置されていない場合、医用情報を
表示部１０ｃに表示させる。
【００３５】
　たとえば、可搬型端末１０が位置する部屋として、大型モニタＭ１が設置されている手
術室Ｒ３が特定された場合について述べる。この場合、表示制御部２０ｄは、検索部２０
ｃで検索された手術室Ｒ３用のアプリケーション（検査情報及び医用画像を表示させるア
プリケーション）を記憶部２０ａから読み出す。また、表示制御部２０ｄは、特定された
部屋における外部表示装置の有無の検索結果を検索部２０ｃから受け取り、医用情報を表
示させる表示装置として大型モニタＭ１及び可搬型端末１０の表示部１０ｃを特定する。
そして、表示制御部２０ｄは、大型モニタＭ１及び可搬型端末１０の表示部１０ｃに対し
、読み出されたアプリケーションを実行し、操作部１０ｄ等を介して選択された設定情報
に基づく所定の表示態様で検査情報及び医用画像を表示させる。たとえば、表示制御部２
０ｄは、所定の表示態様として、大型モニタＭ１には医用画像Ｉを表示させ、表示部１０
ｃには検査情報Ｅを表示させる（図４Ａ参照）。なお、表示制御部２０ｄは、外部表示装
置が設置されている場合であっても、所定の表示態様を選択することにより、いずれか一
方の表示装置にのみ医用情報を表示させることも可能である。また、表示制御部２０ｄは
、上記動作を行う前に大型モニタＭ１が実際に使える状態にあるか（手術室Ｒ３から大型
モニタＭ１が移動されていないか、大型モニタＭ１が故障していないか等）を確認するこ
とが好ましい。この場合、表示制御部２０ｄは、特定された部屋にある外部表示装置に確
認信号を送り、確認がとれた時点で上記動作を実行する。或いは、表示制御部２０ｄは、
設置情報を利用せず、上記動作を実行する度に特定された部屋に外部表示装置があるかな
いかを確認することも可能である。
【００３６】
　一方、可搬型端末１０が位置する部屋として、外部表示装置が設置されていない病室Ｒ

１が特定された場合について述べる。この場合、表示制御部２０ｄは、検索部２０ｃで検
索された病室Ｒ１用のアプリケーション（医用画像及び電子カルテを表示させるアプリケ
ーション）を記憶部２０ａから読み出す。また、表示制御部２０ｄは、特定された部屋に
おける外部表示装置の有無の検索結果を検索部２０ｃから受け取り、医用情報を表示させ
る表示装置として可搬型端末１０の表示部１０ｃのみを特定する。そして、表示制御部２
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０ｄは、可搬型端末１０の表示部１０ｃに対し、読み出されたアプリケーションを実行し
、操作部１０ｄ等を介して選択された設定情報に基づく所定の表示態様で医用画像及び電
子カルテを表示させる。たとえば、表示制御部２０ｄは、所定の表示態様として、表示部
１０ｃに電子カルテＣを表示させる。そして、表示制御部２０ｄは、操作部１０ｄからの
指示入力等に基づいて、電子カルテＣを医用画像Ｉに切り換えて表示させる（図４Ｂ参照
）。
【００３７】
　なお、位置情報算出部１０ａからの位置情報（座標値）が特定された部屋（座標値）か
ら外れた場合（医師が部屋を移動した場合）、表示制御部２０ｄは、実行しているアプリ
ケーションを終了させる。そして、表示制御部２０ｄは、新たな位置情報に基づいて特定
された部屋に対応付けられたアプリケーションを実行する。
【００３８】
　また、ある設定情報に基づいて表示装置に医用情報を表示させた後、表示制御部２０ｄ
は、操作部１０ｄからの指示入力に基づいて別の設定情報に切り換え、当該設定情報に基
づく表示態様で医用画像を表示させる（先に表示された医用情報の表示態様を変更する）
ことも可能である。すなわち、操作部１０ｄは、複数の設定情報から任意の設定情報を選
択するために用いることができる。
【００３９】
　送受信部２０ｅは、可搬型端末１０及びサーバ装置２０間において、信号やデータの送
受信を行う。たとえば、医師が操作部１０ｄ等により、特定された部屋に居る患者の患者
ＩＤを入力した場合、表示制御部２０ｄは、入力された患者ＩＤに対応する医用情報を記
憶部２０ａから読み出す。送受信部２０ｅは、読み出された医用情報を可搬型端末１０に
送信する。送信された医用情報は、表示制御部２０ｄの制御に基づいて、表示部１０ｃに
表示される。
【００４０】
［動作］
　次に、図５を参照して、本実施形態に係る医用情報表示システム１の動作について説明
する。
【００４１】
　医師は、可搬型端末１０を携帯し、予め計画されたスケジュールに沿って病院Ｈ内を移
動する。
【００４２】
　位置情報算出部１０ａは、ＧＰＳを利用して可搬型端末１０の現在地を示す位置情報を
算出する（Ｓ１０）。送受信部１０ｂは、算出された位置情報をサーバ装置２０に送信す
る。
【００４３】
　特定部２０ｂは、Ｓ１０で算出された位置情報受けて、当該位置情報に対応する病院Ｈ
内の部屋を特定する（Ｓ１１）。
【００４４】
　検索部２０ｃは、Ｓ１１で特定された部屋に対応づけられたアプリケーションを記憶部
２０ａから検索する（Ｓ１２）。
【００４５】
　また、検索部２０ｃは、Ｓ１１で特定された部屋に外部表示装置が設置されているか否
か（設置の有無）を記憶部２０ａに記憶された設置情報に基づいて検索する（Ｓ１３）。
なお、Ｓ１２とＳ１３は、同時に行われてもよいし、逆の順番で行われてもよい。
【００４６】
　外部表示装置が設置されている場合（たとえば、特定された部屋が手術室Ｒ３の場合。
Ｓ１４でＹの場合）、表示制御部２０ｄは、大型モニタＭ１及び表示部１０ｃに対し、Ｓ
１２で検索されたアプリケーションを実行し、設定情報に基づく所定の表示態様で医用情
報（たとえば、検査情報及び医用画像）を表示させる（Ｓ１５）。
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【００４７】
　逆に、外部表示装置が設置されていない場合（たとえば、特定された部屋が病室Ｒ１の
場合。Ｓ１４でＮの場合）、表示制御部２０ｄは、表示部１０ｃに対し、Ｓ１２で検索さ
れたアプリケーションを実行し、設定情報に基づく所定の表示態様で医用情報（たとえば
、医用画像及び電子カルテ）を表示させる（Ｓ１６）。
【００４８】
　ここで、操作部１０ｄ等により、特定された部屋に居る患者の患者ＩＤが入力されると
、表示制御部２０ｄは、入力された患者ＩＤに対応する医用情報を記憶部２０ａから読み
出し、大型モニタＭ１及び表示部１０ｃ（或いは、表示部１０ｃのみ）に表示させる。
【００４９】
　なお、可搬型端末１０及びサーバ装置２０の構成は、上記に限られない。たとえば、ア
プリケーションを起動する表示制御部２０ｄを可搬型端末１０側に設けることも可能であ
る。すなわち、本実施形態における医用情報表示システム１は、シンクライアント方式の
システムに限られない。
【００５０】
［作用・効果］
　第１実施形態に係る医用情報表示システム１の作用及び効果について説明する。
【００５１】
　本実施形態に係る医用情報表示システム１は、位置情報算出部１０ａと、記憶部２０ａ
と、特定部２０ｂと、検索部２０ｃと、表示制御部２０ｄとを有する。位置情報算出部１
０ａは、可搬型端末１０の現在地を示す位置情報を算出する。記憶部２０ａは、病院Ｈ内
の部屋に対応付けられ、表示装置に表示するための医用情報の種類を設定する複数のアプ
リケーション、及びアプリケーションによって表示する医用情報の表示態様を設定する設
定情報を記憶する。特定部２０ｂは、位置情報を受けて、可搬型端末１０が位置する部屋
を特定する。検索部２０ｃは、特定された部屋に対応付けられたアプリケーションを記憶
部２０ａから検索する。表示制御部２０ｄは、検索されたアプリケーションを実行し、設
定情報に基づく所定の表示態様で医用情報を表示装置に表示させる。
【００５２】
　このように、本実施形態による医用情報表示システム１によれば、可搬型端末１０の位
置情報により可搬型端末１０が位置する部屋に対応付けられたアプリケーションを自動で
実行し、表示装置に医用情報を表示することができる。よって、医師等が移動先の部屋で
都度、必要なアプリケーションを実行する必要がない。すなわち、本実施形態に係る医療
情報表示システム１によれば、可搬型端末１０が位置する場所に応じた表示制御を容易に
行うことが可能となる。
【００５３】
　また、本実施形態に係る医用情報表示システム１は、可搬型端末１０と、可搬型端末１
０と通信可能に接続されるサーバ装置２０とを有する。可搬型端末１０は、位置情報算出
部１０ａを有する。位置情報算出部１０ａは、可搬型端末１０の現在地を示す位置情報を
算出する。サーバ装置２０は、記憶部２０ａと、特定部２０ｂと、検索部２０ｃと、表示
制御部２０ｄとを有する。記憶部２０ａは、病院Ｈ内の部屋に対応付けられ、表示装置に
表示するための医用情報の種類を設定する複数のアプリケーション、及びアプリケーショ
ンによって表示する医用情報の表示態様を設定する設定情報を記憶する。特定部２０ｂは
、位置情報を受けて、可搬型端末１０が位置する部屋を特定する。検索部２０ｃは、特定
された部屋に対応付けられたアプリケーションを記憶部２０ａから検索する。表示制御部
２０ｄは、検索されたアプリケーションを実行し、設定情報に基づく所定の表示態様で医
用情報を表示装置に表示させる。
【００５４】
　このように、医師等が使用する可搬型端末１０に必要最小限の処理をさせ、その他の処
理をサーバ装置２０で行う、所謂シンクライアント方式の医用情報表示システム１であっ
ても可搬型端末１０が位置する場所に応じた表示制御を容易に行うことが可能となる。
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【００５５】
　また、本実施形態に係る医用情報表示システム１において、表示装置は、病院Ｈ内の部
屋に設けられた外部表示装置（大型モニタＭ１、高精細モニタＭ２等）及び可搬型端末１
０の表示部１０ｃである。また、記憶部２０ａは、部屋における外部表示装置の設置の有
無を示す設置情報を記憶する。検索部２０ｃは、設置情報に基づき、特定された部屋にお
ける外部表示装置の設置の有無を検索する。そして、表示制御部２０ｄは、特定された部
屋に外部表示装置が設置されている場合、医用情報を外部表示装置及び表示部１０ｃに表
示させ、特定された部屋に外部表示装置が設置されていない場合、医用情報を表示部１０
ｃに表示させる。
【００５６】
　このように、本実施形態による医用情報表示システム１によれば、外部表示装置の有無
に応じて、検索されたアプリケーションを実行し、表示装置に医用情報を表示することが
できる。よって、移動先の部屋に大型モニタ等の外部表示装置がある場合にも新たな専用
端末にログインし直す必要がない。すなわち、本実施形態に係る医療情報表示システム１
によれば、可搬型端末１０が位置する場所に応じた表示制御を容易に行うことが可能とな
る。
【００５７】
＜第２実施形態＞
　次に、図６を参照して、第２実施形態に係る医用情報表示システム１の構成について説
明する。本実施形態では、特定された部屋に対応付けられた医用情報を表示することがで
きる医用情報表示システム１について説明を行う。第１実施形態と同様の構成については
、詳細な説明を省略する場合がある。
【００５８】
［サーバ装置２０の構成］
　サーバ装置２０は、第１実施形態と同様、記憶部２０ａと、特定部２０ｂと、検索部２
０ｃと、表示制御部２０ｄと、送受信部２０ｅとを有する。
【００５９】
　本実施形態における記憶部２０ａは、病院Ｈ内の部屋に対応付けられた医用情報を記憶
する。たとえば、記憶部２０ａは、病室Ｒ１に入院している患者に関する医用情報を病室
Ｒ１の座標値に関連付けて記憶している。
【００６０】
　検索部２０ｃは、特定された部屋に対応付けられた医用情報を記憶部２０ａから検索す
る。具体的には、検索部２０ｃは、特定された部屋の座標値と同じ座標値を有する医用情
報を記憶部２０ａに記憶された複数の医用情報から選択する。
【００６１】
　表示制御部２０ｄは、検索されたアプリケーションに設定された医用情報の種類に基づ
き、検索された医用情報を表示装置に表示させる。たとえば、外部表示装置が設置されて
いない病室Ｒ１に、患者甲が入院している場合について述べる。この場合、可搬型端末１
０が位置する部屋として病室Ｒ１が特定されると、表示制御部２０ｄは、可搬型端末１０
の表示部１０ｃに対し、病室Ｒ１におけるアプリケーション（医用画像及び電子カルテを
表示させるアプリケーション）を実行する。そして、表示制御部２０ｄは、実行されたア
プリケーションに基づいて、検索された患者甲の医用情報（電子カルテ又は医用画像）を
表示部１０ｃに表示させる。
【００６２】
　ここで、回診を行う医師は複数の病室を回る場合がある。一般に病室では、必要とされ
る医用情報の種類は決まっている。つまり、各病室で使用するアプリケーションは同じで
あるため、そのまま実行させておくことが望ましい。一方、医用情報を可搬型端末１０の
表示部１０ｃに表示したままにしておくことは、個人情報保護の観点から望ましくない。
よって、位置情報算出部１０ａからの位置情報（座標値）が特定された部屋の範囲から外
れた場合（医師が部屋を移動した場合）、表示制御部２０ｄは、表示部１０ｃに表示され
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た医用情報のみを消去することも可能である。この場合、表示制御部２０ｄは、新たな位
置情報に基づいて特定された部屋に対応付けられた医用情報を表示部１０ｃに表示させる
。これにより、前の病室の患者の医用情報が移動した先の病室の患者の目に触れるという
不都合を防止することができる。
【００６３】
［動作］
　次に、図６を参照して、本実施形態に係る医用情報表示システム１の動作について説明
する。以下では、各病室には、一人の入院患者しか居ないものとして述べる。
【００６４】
　医師は、可搬型端末１０を携帯し、予め計画されたスケジュールに沿って複数の病室を
回診する。
【００６５】
　位置情報算出部１０ａは、ＧＰＳを利用して可搬型端末１０の現在地を示す位置情報を
算出する（Ｓ２０）。送受信部１０ｂは、算出された位置情報をサーバ装置２０に送信す
る。
【００６６】
　特定部２０ｂは、Ｓ２０で算出された位置情報受け取ると、当該位置情報に対応する病
室Ｒ１を特定する（Ｓ２１）。
【００６７】
　検索部２０ｃは、Ｓ２１で特定された病室Ｒ１に対応づけられたアプリケーション（医
用画像及び電子カルテを表示させるアプリケーション）を記憶部２０ａから検索する（Ｓ
２２）。
【００６８】
　また、検索部２０ｃは、Ｓ２１で特定された部屋に外部表示装置が設置されているか否
か（設置の有無）を記憶部２０ａに記憶された設置情報に基づいて検索する（Ｓ２３）。
ここでは、病室に外部表示装置が設置されていないものとして説明する。
【００６９】
　更に、検索部２０ｃは、Ｓ２１で特定された病室Ｒ１に対応付けられた医用情報（即ち
、病室Ｒ１に入院している患者の電子カルテ及び医用画像）を検索する（Ｓ２４）。なお
、Ｓ２２～Ｓ２４は、同時に行われてもよいし、任意の順番で行われてもよい。
【００７０】
　表示制御部２０ｄは、Ｓ２２で検索されたアプリケーションを実行し、アプリケーショ
ンに設定された医用情報の種類に基づき、Ｓ２４で検索された医用情報を表示部１０ｃに
表示させる（Ｓ２５）。
【００７１】
　病室Ｒ１での回診が終わり、医師が病室Ｒ１から退室すると（可搬型端末１０の位置情
報が病室Ｒ１の座標値に含まれなくなると）、表示制御部２０ｄは、Ｓ２５で表示されて
いる医用情報を消去する（Ｓ２６）。
【００７２】
　そして、特定部２０ｂにより、新たな病室Ｒ１´が特定された場合、検索部２０ｃは、
特定された新たな病室Ｒ１´対応付けられた新たな医用情報を検索する（Ｓ２７）。表示
制御部２０ｄは、Ｓ２２で検索されたアプリケーションに設定された医用情報の種類に基
づき、Ｓ２７で検索された医用情報を表示部１０ｃに表示させる（Ｓ２８）。
【００７３】
［作用・効果］
　第２実施形態に係る医用情報表示システム１の作用及び効果について説明する。
【００７４】
　本実施形態に係る医用情報表示システム１において、記憶部２０ａは、病院Ｈ内の部屋
に対応付けられた医用情報を記憶する。検索部２０ｃは、特定された部屋に対応付けられ
た医用情報を検索する。表示制御部２０ｄは、検索されたアプリケーションに設定された
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医用情報の種類に基づき、検索された医用情報を表示装置に表示させる。
【００７５】
　このように、本実施形態による医用情報表示システム１によれば、可搬型端末１０の位
置情報により可搬型端末１０が位置する部屋に対応付けられた医用情報を自動で表示させ
ることができる。よって、医師が移動先の部屋で都度、必要な医用情報を表示させる必要
がない。すなわち、本実施形態に係る医療情報表示システムによれば、可搬型端末１０が
位置する場所に応じた表示制御を容易に行うことが可能となる。
【００７６】
＜変形例＞
　たとえば、一つの病室に複数人の患者が入院している場合、第２実施形態の構成では、
一人一人の医用情報まで特定することができない。
【００７７】
　この場合、医師は、操作部１０ｄを用いて対象となる患者を指定する患者ＩＤを入力す
る。検索部２０ｃは、特定された部屋に対応付けられた医用情報から入力された患者ＩＤ
に対応する医用情報を検索する。表示制御部２０ｄは、検索された医用情報（対象となる
患者のみの医用情報）を表示装置に表示させる。
【００７８】
　また、入院患者は、患者識別用のために名札や腕にＲＦタグを付けている場合がある。
そこで、検索部２０ｃは、患者（被検体）に設けられたＲＦタグからの識別信号に基づい
て、特定された部屋に対応付けられた複数の患者の医用情報から当該識別信号に対応する
医用情報を検索することも可能である。具体的には、可搬型端末１０を携帯する医師がＲ
Ｆタグを付けた患者に近づくと、可搬型端末１０の検出部（図示無し）で識別信号を受信
する。送受信部１０ｂは、受信した識別信号をサーバ装置２０に送る。サーバ装置２０に
送られた識別信号は、検索部２０ｃに送られる。検索部２０ｃは、特定された部屋に対応
付けられた医用情報の中から、識別信号に対応する患者の医用情報を探し出す。表示制御
部２０ｄは、識別信号に対応する患者の医用情報のみを表示装置に表示させる。なお、あ
る患者の医用情報を表示させた状態において、可搬型端末１０の検出部（図示無し）が異
なる識別信号を受信した場合（或いは、識別信号を受信できなくなった場合）、その患者
への回診は終了し、新たな患者の回診が始まるものと判断できる。そこで、送受信部１０
ｂは、検出部（図示無し）で検出された新たな患者の識別信号をサーバ装置２０へ送信す
る。表示制御部２０ｄは、新たな患者の識別信号を受け取った場合には、現在表示してい
る医用情報を消去し、検索部２０ｃで検索された新たな患者の医用情報を表示装置に表示
させる。このように、ＲＦタグの識別信号を使用することで、可搬型端末１０の位置情報
が同じ場合であっても、その位置に関連付けられた複数の医用情報から特定の医用情報の
みを容易に取り出すことが可能となる。また、異なる識別信号を受信した場合に、先に表
示された医用情報を自動で消去することで、ある患者の医用情報が他の患者の目に触れる
という不都合も解消することができる。
【００７９】
　或いは、病院で作成されるワークリストを使用する例も可能である。ワークリストとは
、医師（操作者）が行う作業を管理するために、その作業内容を時系列に示すものである
。ワークリストに記された各作業には、その作業を行う予定時刻が設定されている。作成
されたワークリストは、たとえば、サーバ装置２０の記憶部２０ａに記憶されている。医
師は、可搬型端末１０からサーバ装置２０にアクセスすることで、いつでも自分のワーク
リストを参照することができる。
【００８０】
　この場合、検索部２０ｃは、ワークリストに示された時刻に基づいて、特定された部屋
に対応づけられた医用情報から当該時刻に対応する医用情報を検索することができる。た
とえば、ワークリストに、病室Ｒ１における患者甲の回診時刻が１４：３０、患者乙の回
診時刻が１４：４５、患者丙の回診時刻が１５：００と設定されているとする。そして現
在時刻が１４：４５であるとすると、検索部２０ｃは、特定された部屋に関連付けられた
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づいて、患者乙の医用情報を検索する。表示制御部２０ｄは、検索された患者乙の医用情
報のみを表示装置に表示させる。
【００８１】
＜実施形態に共通の効果＞
　以上述べた少なくともひとつの実施形態の構成によれば、可搬型端末の位置情報により
可搬型端末が位置する部屋に対応付けられたアプリケーションを自動で実行し、表示装置
に医用情報を表示することができる。よって、医師が移動先の部屋で都度、必要なアプリ
ケーションを実行する必要がない。すなわち、本実施形態に係る医療情報表示システムに
よれば、可搬型端末が位置する場所に応じた表示制御を容易に行うことが可能となる。
【００８２】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００８３】
　１　医用情報表示システム
　１０　可搬型端末
　１０ａ　位置情報算出部
　１０ｂ　送受信部
　１０ｃ　表示部
　１０ｄ　操作部
　２０　サーバ装置
　２０ａ　記憶部
　２０ｂ　特定部
　２０ｃ　検索部
　２０ｄ　表示制御部
　２０ｅ　送受信部
　Ｈ　病院
　Ｍ１　大型モニタ
　Ｍ２　高精細モニタ
　Ｒ１　病室
　Ｒ２　検査室
　Ｒ３　手術室
　Ｒ４　診察室
　Ｒ５　医局
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